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第3部

第 1 章　計画の概要

１．計画策定の基本的な視点

基本計画は、本市を取り巻く社会経済情勢などの環境変化に的確に対応し、基本構想におけるまちの将
来像「つながる　にぎわう すまいるシティ 春日部」の実現を目指し、策定するものです。計画策定の基
本的な視点を、次の通りとします。

（１）ビジョン性ある計画づくり

目指すまちの将来像が広く共有され、市民と行政との協働を通じ推進される計画とします。

（２）市民参加を重視した計画づくり

まちづくり市民会議・中高生まちづくり会議、市民意識調査など、市民参加のプロセスを重視して策定
する計画とします。

（３）連動性ある計画づくり

「総合戦略」や「国土強靱化地域計画」と一体化し、本市の主要施策を総合的に展開できる計画とします。

（４）機動性ある計画づくり

基本計画では施策と取組の方向性を示し、具体的な事業は実施計画に掲載するなど、社会の変化に柔軟
に対応できる機動性ある計画とします。

２．計画の進捗管理

基本計画には評価指標を置き、毎年度、計画の進捗管理を行います。また、この評価指標については、
計画の構成に対応した３種類を設定し、計画の見える化を図ります。

（１）施策指標（基本計画の各施策に設定）

施策の成果を測る指標として、統計などから得られた客観的な成果指標を置きます。

（２）事業指標（実施計画に設定）

別途定める実施計画には、事業の進捗を測る指標を置きます。

（３）市民実感指標

市民が実感する指標として、市民意識調査から得られた「愛着や親しみを感じる市民の割合」、「住み続
けたいと感じる市民の割合」を置きます。

基本計画
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３．ＳＤＧｓ・総合戦略との関連性

（１）ＳＤＧｓとは

ＳＤＧｓとは、2015 年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された国際社会の共通目標です。「誰
一人取り残さない」という理念の下、17 のゴール・169 のターゲットが設定されています。発展途上国
も先進国も含めた全世界の国々で、その取組の推進が求められており、自治体においても、地方創生の実
現に資するものとして、「子どもの貧困」、「教育」、「エネルギー」、「消費活動」、「気候変動・環境」など、
多様な領域における取組が進められています。

本市においては、基本計画の各施策分野において、施策と以下の 17 のゴール（目標）を結びつけ「Ｓ
ＤＧｓ達成に向け市民・地域ができること」を明記しつつ、総合戦略と関連づけることでＳＤＧｓの視点
を取り入れて、一体的に各施策の取組を進めています。

ＳＤＧｓが掲げる 17のゴール（目標）

１ 貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせ
る

３ すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を促進する

５ ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女
児の能力強化を行う

７ エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な
近代的エネルギーへのアクセスを確保する 

９ 産業と技術革新の基盤を作ろう
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的か
つ持続可能な産業化の促進及びイノベーション
の推進を図る

11 住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可
能な都市および人間居住を実現する

13 気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対
策を講じる

15 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持
続可能な森林の経営、砂漠化への対処、並びに土地の
劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

17 パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ
ローバル・パートナーシップを活性化する

４ 質の高い教育をみんなに
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を
確保し生涯学習の機会を促進する

６ 安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可
能な管理を確保する 

８ 働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々
の完全かつ生産的雇用と働きがいのある人間らし
い雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

10 人や国の不平等をなくそう
各国内および各国間の不平等を是正する

12 つくる責任、つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

14 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全
し、持続可能な形で利用する

16 平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を
促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供
し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を
実現し、持続可能な農業を促進する 
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（２）総合戦略とは 

【国における総合戦略】

国は、地方における安定した雇用を創出し、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえることで人
口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目指して、2014 年（平成
26 年）12 月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

その後、2020 年度（令和２年度）を初年度する「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
４つの基本目標と２つの横断的な目標を示しました。 

■４つの基本目標
「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」 
「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」 
「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 
「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」 

■２つの横断的な目標
「多様な人材の活躍を推進する」 
「新しい時代の流れを力にする」

【埼玉県における総合戦略】

埼玉県は、2016 年（平成 28 年）３月に、まち・ひと・しごと創生法に基づき、県の人口の現状と将
来の人口の構造的な変化の見通しを人口ビジョンとして示すとともに、そこから生じる基本的な課題に対
し、５年間で推進すべき取組として体系的に示した「埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し
ました。

その後、2020 年度（令和２年度）を初年度する「第２期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
策定し、４つの基本目標を示しました。 

■４つの基本目標
「県内における安定した雇用を創出する」 
「県内への新しいひとの流れをつくる」 
「県民の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 
「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る」 
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【本市における総合戦略の趣旨】

本市は、人口減少を克服し地域経済の活性化を図り、春日部市人口ビジョンに掲げる本市の目指すべき
人口の将来展望を実現するため、2016 年（平成 28 年）３月に「春日部市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定しました。 

その後、2021 年（令和３年）３月には「第２期春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、
４つの基本目標（地域創生戦略）を掲げて取組を展開しています。

【総合戦略の位置づけ】

本市の「総合戦略」に掲げる 4 つの基本目標は、総合振興計画のまちの将来像を実現するための方向性
と合致することから、「総合戦略」を本計画の一部として定めます。

また、「総合戦略」は、総合振興計画基本計画の策定の際などに、あわせて見直すものとします。

【第２期春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略の期間】

計画期間は、基本計画と同様に、2023 年度（令和 5 年度）から 2027 年度（令和 9 年度）の 5 年間
を計画期間とします。

【第２期春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略における４つの基本目標（地域創生戦略）と施策】

Ⅰ　子育て世代に選ばれる地域創生戦略
施策（１）妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援
施策（２）安心して、楽しく子育てできる環境の充実
施策（３）知・徳・体のバランスがとれた子どもを育てる教育環境づくり

Ⅱ　特長を生かしたしごとを創出する地域創生戦略
施策（１）優良企業の誘致、事業の拡大、創業支援
施策（２）市内農業の振興
施策（３）就業支援と後継者の育成

Ⅲ　地域力を高める地域創生戦略
施策（１）春日部駅周辺の整備
施策（２）行政、住民、民間事業者が一体となった地域まちづくりの推進
施策（３）より魅力的な商業環境の整備
施策（４）観光資源の魅力向上と情報発信の充実

Ⅳ　安心安全で魅力ある地域創生戦略
施策（１）誰もが安心して暮らせる地域コミュニティの充実
施策（２）安心安全で良好な生活環境の確保
施策（３）防災・防犯対策の充実
施策（４）健康寿命の延伸と地域医療提供体制の連携・充実
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（３）ＳＤＧｓの 17 ゴールと各施策・総合戦略の関連表

基本計画の施策体系と総合戦略に関連する主な施策、さらにはＳＤＧｓの 17 ゴールとの関連性は、次
のマトリクス表に示す通りです。

基本
目標 政　策 施　策 総合

戦略 ＳＤＧｓのゴール

基
本
目
標
１
（
子
育
て
・
教
育
）

1-1　
安心して子どもを産み、
楽しく子育てできるまち
をつくる

1-1-1 安心して子育てできる
切れ目のない支援 ●

1-1-2 幼児教育・保育の充実 ●

1-2　
知・徳・体のバランスが
とれた子どもを育てるま
ちをつくる

1-2-1「生きる力」を育む学校づくりの
推進 ●

1-2-2 一人ひとりを大切にした教育の
推進 ●

1-2-3 充実した学校環境づくりの推進 ●

1-3　
思いやりの心と夢をもっ
た 青少年を育てるまちを
つくる

1-3-1 青少年の心豊かで健全な育みの
推進 ●

1-3-2 子どもの居場所づくりの充実 ●

基
本
目
標
２
（
福
祉
・
保
健
・
医
療
）

2-1　
高齢者が安心していきい
きと暮らせるまちをつく
る

2-1-1 高齢者の生きがいづくりの推進 ●

2-1-2 高齢者の生活支援 ●

2-1-3 介護予防の推進と介護サービスの
充実 ●

2-2　
障がい者（児）が自立し
て暮らせるまちをつくる

2-2-1 障がい者（児）の生活支援の充実

2-2-2 障がい者（児）の社会参加の促進

79

第
１
部

計
画
策
定
の
背
景

第
２
部

人
口
ビ
ジ
ョ
ン

第
３
部

基

本

計

画

関
連
計
画
一
覧

用

語

解

説

資

料

編

基
本
構
想



基本
目標 政　策 施　策 総合

戦略 ＳＤＧｓのゴール

基
本
目
標
２
（
福
祉
・
保
健
・
医
療
）

2-3　
共に支えあい自立して暮
らせるまちをつくる

2-3-1 地域で支える福祉の充実

2-3-2 生活保護と自立の支援

2-4　
いつまでも健康に暮らせ
るまちをつくる

2-4-1 健康づくりと病気予防の充実 ●

2-4-2 適正な健康保険事業の推進 ●

2-4-3 地域医療提供体制の充実 ●

2-4-4 市立医療センターの基幹機能の
充実 ●

基
本
目
標
３
（
市
民
参
加
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
）

3-1　
市民と行政が協働し、コ
ミュニティの輪が広がる
まちをつくる

3-1-1 市民参加と協働の推進 ●

3-1-2 多文化共生と国際交流の推進 ●

3-2　
一人ひとりの個性と人権
が尊重されるまちをつく
る

3-2-1 人権を尊重するまちづくりの推進

3-2-2 男女共同参画の推進

3-3　
だれもが学べ、地域に生
かせるまちをつくる

3-3-1 社会教育の充実 ●

3-3-2 生涯学習の振興

3-4　
文化・芸術や郷土の歴史
を大切にするまちをつく
る

3-4-1 文化 ･ 芸術の創造と振興

3-4-2 郷土の歴史と文化遺産の保存と
活用 ●

3-5　
ス ポ ー ツ・ レ ク リ エ ー
ションを楽しめるまちを
つくる

3-5-1 スポーツ・レクリエーション活動
の推進 ●
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基本
目標 政　策 施　策 総合

戦略 ＳＤＧｓのゴール

基
本
目
標
４
（
環
境
・
防
災
・
生
活
）

4-1　
環境にやさしいまちをつ
くる

4-1-1 環境にやさしい持続可能な取組の
推進 ●

4-1-2 ごみ減量 ･ リサイクルの推進 ●

4-2　
地域と共に災害に強いま
ちをつくる

4-2-1 地域の強靱化と防災力の向上 ●

4-2-2 消防・救急・救助体制の充実・
強化 ●

4-3　
犯罪や事故のない安全に
暮らせるまちをつくる

4-3-1 犯罪抑止のまちづくりの推進 ●

4-3-2 交通安全対策の推進 ●

4-3-3 安全・安心で豊かな消費生活の
推進

基
本
目
標
５
（
観
光
・
産
業
・
経
済
）

5-1　
魅力を活かし、人が集ま
るまちをつくる

5-1-1 観光資源の魅力向上と来訪者の
滞在環境の充実 ●

5-1-2 身近で活気あふれる商業環境の
充実 ●

5-2　
新たな仕事を生み出し、
働きやすいまちをつくる

5-2-1 企業誘致や創業支援の推進と
就労支援の充実 ●

5-3　
商工業がさかんなまちを
つくる

5-3-1 活力ある商工業の基盤づくりへの
支援 ●

5-4　
安全で、おいしい農産物
のあるまちをつくる

5-4-1 持続可能な農業の環境整備 ●

5-4-2 魅力ある農産物の生産と消費拡大 ●
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基本
目標 政　策 施　策 総合

戦略 ＳＤＧｓのゴール

基
本
目
標
６
（
都
市
基
盤
）

6-1　
鉄道駅を中心とした魅力
あるまちをつくる

6-1-1 魅力とにぎわいのある中心市街地
の創出 ●

6-1-2 鉄道駅周辺の更新・再生 ●

6-2　
地域の特色を生かした選
ばれるまちをつくる

6-2-1 計画的な土地利用の推進 ●

6-2-2 あらゆる世代が住みやすい
活力あるまちの創出 ●

6-3　
公共交通を便利に利用で
きるまちをつくる

6-3-1 公共交通ネットワークの形成 ●

6-4　
活力ある都市基盤を将来
につなげるまちをつくる

6-4-1 安全で利便性の高い道路網の整備 ●

6-4-2 親しみのある公園の形成と緑化の
推進 ●

6-4-3 総合的な治水対策の推進 ●

6-5　
安定した水供給と適切な
水処理ができるまちをつ
くる

6-5-1 安全で安定した上下水道の充実

基
本
目
標
７
（
行
財
政
）

7-1　
戦略的な行政運営をすす
める

7-1-1 自治体ＤＸに基づく戦略的・
計画的な行政運営の推進

7-1-2 公有財産マネジメントの推進 ●

7-1-3 自治体ＤＸの推進と窓口サービス
の向上

7-1-4 シティセールスの推進 ●

7-2　
安定した財政運営をすす
める

7-2-1 安定した財政運営 ●

7-3　
身近で信頼される市役所
づくりをすすめる

7-3-1 市民ニーズの的確な把握と広報の
充実

7-3-2 ＤＸ時代の職員の育成と効果的な
組織運営
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